
○ 越谷市立図書館協議会運営規則 

                      昭和２９年１１月３日 

                      教 委 規 則 第 ６ 号 

第１条 越谷市立図書館協議会（以下「協議会」という。）に議長及び副

議長各１人をおく。 

２ 議長及び副議長は協議会の委員（以下「委員」という。）の互選とし、

その任期は１年とする。 

３ 議長は協議会の会議（以下「会議」という。）を主宰する。 

４ 副議長は議長を補佐し議長に事故があるときはその職務を代宰する。 

第２条 会議は図書館長がこれを招集する。 

２ 会議開催の日時及び場所は会議に付議すべき事件と共に図書館長があ

らかじめ委員にこれを通知しなければならない。 

第３条 会議は定例会及び臨時会とする。 

２ 定例会は年４回とし、臨時会は必要がある場合にこれを開催する。 

第４条 会議は委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することが

できない。 

２ 議事は出席した委員の過半数でこれを決する。 

第５条 この規則に定めるものの外、協議会の運営に関し必要な事項は会

議においてこれを定める。 

   附 則 

 この規則は、昭和２９年１１月３日から施行する。 

   附 則（昭和５１年教委規則第３号） 

 この規則は、昭和５１年４月１日から施行する。 

 

 


